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- 1 - 

社会科教育 
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― 社会の課題について「個人」と「社会」の視点で議論し、表現する活動を通して ― 
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研究の要約 

本研究は、社会的事象の意味を多角的に考える力を育成する指導の工夫について考察したものである。

文献研究から、本研究における「社会的事象の意味を多角的に考える力」を「様々な立場の人々の考え方

や思いなどに気付き、それらを基に社会的事象が社会に存在する意義を考える力」と設定した。この力を

育成するために、社会で生じている課題を取り上げ、課題についての理解を深めた上で、「個人」と「社

会」の視点で議論を行い、様々な立場の考え方を踏まえて、課題についての自分の考えを表現する学習活

動を展開する。この学習の流れで単元開発を行い、検証授業を行った。その結果、「個人」と「社会」の

視点で議論し、表現する活動が、社会的事象の意味を多角的に考えることに有効に作用した。このことか

ら、小学校社会科の学習指導において、社会の課題について「個人」と「社会」の視点で議論し、表現す

る活動を設定することは、社会的事象の意味を多角的に考える力を育成する上で有効であることが分かっ

た。 

 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

社会科教育における課題は、幼稚園、小学校、中

学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領及

び必要な方策等について（答申）（平成28年）によ

ると、「主体的に社会の形成に参画しようとする態

度や、資料から読み取った情報を基にして社会的事

象の特色や意味などについて比較したり関連付けた

り多面的・多角的に考察したりして表現する力の育

成が不十分である」1)と示されている。この指摘は

所属校の課題とも重なる。所属校では、全国学力・

学習状況調査質問紙（令和５年度実施）において

「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思

いますか。」の質問に「よく当てはまる。」と答えた

児童の割合は33.2％であり、社会への関心が低いこ

とが分かる。また、授業実践を行う第６学年の昨年

度の社会科の単元末テストの観点別平均点を見る

と、「知識及び技能」が91点、「思考力、判断力、表

現力等」が85点であり、「思考力、判断力、表現力

等」にやや課題がある。単元末の振り返りの記述に

おいて、自らが感じたことや考えたことを基に記述

することはできるが、様々な立場の考え方を踏まえ

て記述することが苦手な児童が多い。 

これまで自身の行ってきた社会科指導を分析する

と、社会科の学習の内容や考え方が、社会生活と結

び付くものだという意識を児童にもたせることがで

きていなかった。また、知識を教えることに重きを

置いており、様々な立場の考え方に気付かせ、それ

を用いて考えを表現する学習活動を取り入れられて

いなかった。これらのことが、社会的事象への関心

が低く、多角的に考え、表現することに苦手意識を

もつ児童が多くなっている要因であると考える。 

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説社会編

（平成30年、以下「29年解説」とする。）では、「社

会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に考え

たり、社会に見られる課題を把握して、その解決に

向けて社会への関わり方を選択・判断したりする

力、考えたことや選択・判断したことを適切に表現

する力」2)を育成することが求められている。本研

究では、様々な立場の考えを踏まえて考えることに

焦点を当て、本主題を「社会的事象の意味を多角的

に考える力を育成する指導の工夫」と設定した。 

 

Ⅱ 研究の基本的な考え方 

 

１ 「社会的事象の意味を多角的に考える力」とは 

「社会的事象の意味」について、「29年解説」で

は、「社会的事象の仕組みや働きなどを地域の人々

や国民の生活と関連付けることで捉えることができ

る社会的事象の社会における働き、国民にとっての

役割など」3)と示されている。「多角的に考える」に

ついて、「29年解説」では、「児童が複数の立場や意

見を踏まえて考えること」4)と示されている。 

社会科教育学について研究を行っている岡明秀忠

（2000）は、社会的事象について、「社会科で子ど

もたちが観察し、理解し、認識し、説明する対象と

なるもののことである。」5)と定義している。さらに

岡明は、「社会科でねらいとされるのは、事象その

ものの単なる理解ではない。子どもたちが社会ある

いは社会生活を理解し、認識し、説明することであ

る。そのためには、社会的事象を通して、人々の意



   

 

（1）佐藤孔美（2011）：「持続可能な社会の形成のために小学校社会科ができること―「社会を見る３つの目」を育てる「市民」の学習の取り

組みから―」日本社会科教育学会「社会科教育研究」No.113pp.41-43に詳しい。 

（2）小原友行（1994）：「社会科における意思決定」社会認識教育学会編著「社会科教育学ハンドブック―新しい視座への基礎知識―」明治図

書出版p.172に詳しい。 
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図、目的、願いを知り、社会的意味を理解すること

が必要である。」6)としている。岡明の言う社会的意

味は、学習指導要領の社会的事象の意味と同義とし

て捉えられ、社会的事象そのものの意味を指すので

はなく、様々な立場の人にとっての社会の中での意

義や意味として捉えることができる。 

以上より本研究では、「社会的事象の意味を多角

的に考える力」を、様々な立場の人々の考え方や思

いなどに気付き、それらを基に社会的事象が社会に

存在する意義を考える力と定義し、その力を育成す

ることを目標とする。 

 

２ 「社会的事象の意味を多角的に考える力」を育

成する「個人」と「社会」の視点について 

 社会科教育学における多くの研究を行っているの

が、小西正雄（1992）である。小西は、民主主義教

育において必要なことは、「ある社会状況の中での

自己の位置の理解ないし社会の一構成員としての生

存（存在）意義の認識、つまり社会的存在としての

自己の認識である。」7)と述べている。つまり、社会

的事象についての事実を理解した上で、「個人」と

しての自身は「社会」とどのような関係性があるの

か、「社会」とどのように関わっていくのかについ

ての認識が必要であるとしている。このことから、

「個人」と「社会」の関係性に着目することが重要

であると考える。 

小西の研究を基に、社会の中に存在する自己を認

識させることを目指した研究を行ったのが、佐藤孔

美（2011）である。佐藤は、民主主義社会における

自己を認識させる方法として、次の図１のような

「社会を見る３つの目」8)を育てることを挙げてい

る。 

 
【社会を見る３つの目】 

・社会には、一個人の工夫や努力で、できることと、できないことがある

こと。 

・自分の利益と、他者やみんなの利益は、必ずしも一致しないこと。 

・だから、世の中には、広い視野から社会を調整するしくみが必要である

とともに、それらの仕組みに対して関心をもち、自ら働きかけようとす

る意識をもつことが必要であること。 

図１ 社会を見る３つの目 

 

 佐藤は、「社会を見る３つの目」を、「個人」と

「社会」はどのような関係性があり、どのように関

わっていくのかについて考える視点として示してい

る。つまり、「個人」と「社会」の関係性に着目

し、それぞれの利害損失や関わり方について考える

目をもつことが重要であるとしている。「個人」と

「社会」の関係性に着目した後、最終的な自分の考

えを表現させることまで佐藤は実践している。 

 先行研究から小西、佐藤の両者が、「個人」と

「社会」に視点を当てていることが分かる。また、

両者は学習活動の中で、「個人」と「社会」の視点

をそれぞれ個別で考えたり、互いに対立させたりす

るのではなく、それぞれの視点を往還させて考えさ

せるようにしている。 

これらを参考にして、本研究における「個人」の

視点とは、社会的事象に対する学習者自身の捉え方

のこととし、小学校の発達段階を踏まえて、まずは

学習者自身の社会的事象に対する素朴な捉えである

と定義した。「社会」の視点とは、小西の先行研究

を基に、社会的事象に対する様々な立場の捉えであ

ると定義した。学習活動を進めていく中で、社会的

事象の中に存在する「個人」と「社会」との関係性

やつながりについて気付かせ、様々な立場の考え方

を「個人」の視点に取り入れたりつなげたりしてい

くことで、多角的に考えることができる。これによ

り、小西の言う「社会」の中で「個人」としてどの

ように関わっていくのかという「社会的存在として

の自己」の認識を獲得することが可能となると考え

る。 

上述のように、学習者自身の捉えと様々な立場の

捉えを比較・分類し、葛藤しながら自分の考えを表

現させることで、社会に存在する様々な立場に気付

き、様々な立場の人の考え方や思いを基にした思考

を促す。そうすることで、本研究の目指す社会的事

象の意味を多角的に考える力を育成することができ

ると考える。 

 

３ 「社会的事象の意味を多角的に考える力」を育

成する手立て 

(1) 社会の課題を設定する 

佐藤（2011）は、子供たちに様々な社会的事象や

社会的論争になっている問題に出あわせることが大

切だとしている。佐藤は、社会の課題として、「高

速道路無料化の問題について考えよう」という実践

の中で、「高速道路を無料化すると、地域と経済を

活性化し、国全体を元気にするのか様々な立場から

考えよう。」という課題を設定している(1)。 

社会的論争について詳しく述べているのが、小原

友行（1994）である。社会的論争問題とは、個人・

集団・組織体が直面している価値観の違いによって

判断の分かれるような問題であり、価値観の違いに

よって解決策が分かれるような、それゆえ合理的な

解決が困難な論争的な問題であると述べている(2)。 

佐藤、小原の両者は、児童にとって身近な問題の中

で、立場によって考え方や判断の分かれる様々な問

題を取り上げている。佐藤の実践で扱っている高速

道路は、旅行や帰省の際に利用するものであり、児

童にとっても身近なものであると言える。 

以上のことから、本研究では、「社会の課題」を

「社会において生じている立場の違いによって判断

・・・・・・・・・ 

・・ 



   

 

（3）佐藤孔美（2011）：前掲書pp.41-43に詳しい。 

（4）小原友行（1994）：前掲書 p.174 に詳しい。 

（5）澤井陽介（2015）：「社会科授業づくりトレーニングＢＯＯＫ話合い・討論・学習のまとめ・評価問題づくり編」明治図書出版 p.16 に詳

しい。 

（6）佐藤孔美（2011）：前掲書p.43に詳しい。 

（7）佐藤孔美（2011）：前掲書p.43を基に稿者が作成したもの。 
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や解決策が分かれるような、解決が容易ではない問

題」と定義し、学習課題として児童に提示する。な

お、先行研究では「論争問題」という語を用いてい

たが、論争問題は、価値判断に重きを置いたもので

あり、本研究においては様々な立場の考え方に気付

き、それらを基に表現することに重きを置くため、

「論争問題」という語は用いないこととする。 

(2) 「個人」と「社会」の視点で議論する 

ア 先行研究における討論とは 

佐藤（2011）は、「高速道路無料化の問題につい

て考えよう」の実践では、討論を中心とした授業を

展開している。具体的に見ると高速道路を無料化す

るメリット・デメリットについて国、公共交通、宅

配業者、個人に分かれて調べて情報交換した後、そ

れを基に高速道路無料化すべきかについての討論を

行っている(3)。佐藤の高速道路の無料化について考

える際に与えられた利用者という視点は、本研究に

おける「個人」の視点、国や配送業者、公共交通等

の視点は、「社会」の視点に対応する。小原

（1994）は、中学校社会科公民的分野の単元「森林

の南北問題」の単元で、「割りばし・つまようじ・

紙コップは木材資源の無駄遣いとなるので使い捨て

をやめるべきか、木材資源の有効な利用法なのでや

めるべきではないか」という問題を設定し、討論す

る学習形態を取り入れている(4)。小原の討論では、

木材資源利用者、林業従事者、国などの立場に分か

れた討論が考えられる。木材を利用している学習者

の捉え方が本研究における「個人」の視点、木材資

源利用者、林業従事者、国などの立場が「社会」の

視点に対応する。 

二つの先行研究から、討論とは、立場に分かれ

て、それぞれの考え方の良さや課題を出し合うこと

を通して、問題に対する解決策を導き出すことを目

的に設定されている結論を重視した議論の方法であ

ると言える。 

イ 本研究における「討論的な活動」とは 

 社会科における議論の方法について提案している

のが、澤井陽介（2015）である。澤井は、討論的な

活動を取り入れた授業を提案している。討論的な活

動は、話合いの一部ではあるが、通常の話合いより

も論点が絞られたものであると述べている。また、

小学校の社会科においては、討論のように厳密なル

ールによって結論を判定することに徹底するより

も、視野を広げたり理解を深めたりすることを目標

とする方が良いと考え、討論ではなく「討論的な活

動」としていると述べている(5)。つまり、討論のよ

うに結論が最終的にどちらになるのかを重視するの

ではなく、様々な立場の考え方や思いに触れること

で、視野を広げたり理解を深めたりすることを重視

している。 

以上より、「討論的な活動」とは、立場に分かれ

て、それぞれの良さや課題を出し合うことを通し

て、様々な立場の考え方に気付き、自分自身の考え

の根拠とすることを目的に設定されるプロセスを重

視した議論の方法であると言える。本研究では、問

題に対する解決策を考える結論を重視する討論では

なく、様々な立場の考え方や思いに気付き、視野を

広げたり理解を深めたりすることを目指すプロセス

を重視した討論的な活動を取り入れる。 

討論的な活動を通して、教師は、様々な立場の人

の考え方や思いに気付いて視野を広げ、それらを基

に学習者自身の捉えと様々な立場の捉えを比較・分

類させ、葛藤させながら考えさせるようにする。こ

のように「討論的な活動」を進めることで、本研究

で目指す社会的事象を多角的に考える力を育成する

ことにもつながると考える。 

(3) 表現する活動 

ア 表現する活動を設定する意義 

佐藤（2011）は、「高速道路無料化の問題につい

て考えよう」の実践において、児童に自分の考えを

表現させる活動を三回に分けて取り入れている。こ

の三回の自分の考えを表現することを佐藤は、「意

思決定」を行う場面としている(6)。 

先行研究において、判断の分かれる問題に対して

の自分の考えを表現することを意思決定としてい

る。本研究においても、判断の分かれるような社会

の課題について、様々な立場の人の考え方や思いに

ついて気付かせ、それを基に表現させることを意思

決定とする。児童に意思決定をさせることで、社会

的な事象の意味について多角的に考える力の育成を

目指す。 

イ 本研究における意思決定を行う過程 

佐藤（2011）は、実践において、「高速道路無料

化の問題について考えよう」という同じ問いに対し

て、次の図２のように三回意思決定する場面を設定

している(7)。 

 

第一次意思決定 
高速道路の無料化の問題について話題を絞り、本場面設定を知る。そし
て、本場面設定に対して、自分の考えを発表し合う。 
第二次意思決定 
高速道路の無料化の問題について、国、公共交通、宅配業者、個人の立場
に立って、本問題に対する提案をするための根拠となる譲歩を集めたり、
自分の考えをまとめたりする。 
第三次意思決定 
高速道路の無料化の問題について、根拠を明らかにした考えを発表し合
い、様々な立場からの考えを聞き、再度自分の考えをまとめる。

図２ 佐藤の実践における三回の意思決定 

 

第一次意思決定は、高速道路の無料化の問題につ

いて知った段階で、第二次意思決定は、様々な立場
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の考え方について情報を集めた段階で、第三次意思

決定は、討論で様々な立場からの考えを聞き、再度

自分の考えをまとめる段階で行っている。三回の意

思決定を行うことは、段階を踏みながら学習者自身

の捉えと様々な立場の捉えを比較・分類し、葛藤し

ながら自分の考えを表現させることができるという

点で有効であると考える。第一次意思決定の際に

は、学習者自身の経験や知識のみが根拠となる。こ

こでは、「個人」の視点のみであり、「社会」の視点

は含まれない。第二次意思決定では、様々な立場の

中の一つを選択し、調べる学習後に行うことで、学

習者自身の経験や知識に加え、調べた立場の考え方

が根拠に含まれる。これにより、「個人」の視点の

中に、「社会」の視点が含まれる。第三次意思決定

では、様々な立場の考え方を議論した後に行うこと

で、自分の考えと様々な立場の人々の考え方を比較

分類させる。この段階が学習者自身の捉えと様々な

立場の捉えを比較・分類し、葛藤しながら自分の考

えを表現している姿であると捉えられる。 

本研究においても、佐藤の実践のように、児童の

意思決定の根拠が図３のように深まっていくことを

目指し、段階的な意思決定を取り入れ、社会の課題

に対する自分の考えを表現させる。 

 

 

図３ 意思決定の根拠の広がり 

 

第一次意思決定は、児童に示す社会の課題に出会

った際に、第二次意思決定は、様々な立場の人の考

え方について調べ学習を行った際に、第三次意思決

定は、討論的な活動を終えた際に行わせる。様々な

立場の考えをもとに、社会の課題についての考えを

表現する過程で、社会的事象の意味を多角的に考え

る力を育成することを目指す。 

 

Ⅲ 研究の仮説及び検証の視点と方法 

 

１ 研究の仮説 

社会の課題について「個人」と「社会」の視点で

議論し、表現する学習活動を行えば、社会的事象の

意味を多角的に考える力を育成することができるで

あろう。 

２ 検証の視点と方法 

検証の視点と方法について、表１に示す。 

 
表１ 検証の視点と方法 

 検証の視点 検証の方法 

１  社会的事象の意味を多角的に考え

る力を育成することができたか。 

・プレテスト 

・ポストテスト 

２  社会の課題について「個人」と

「社会」の視点で議論し、表現する

活動は、社会的事象の意味を多角的

に考える力を育成する手立てとして

有効であったか。 

・プレテスト 

・ポストテスト 

・児童へのインタビュー 

 

 

Ⅳ 研究授業について 

 

１ 研究授業の概要 

〇 期 間 令和６年７月３日～７月10日 

〇 対 象 所属校第６学年（１学級39人） 

〇 単元名 わたしたちの政治とくらし 

〇 目 標 

 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例が制定され

た目的や背景、様々な立場の条例に対する考え方に

ついて理解し、より多くの人が納得する条例にする

ためにはどうすればよいのかについて議論し、提案

することを通して、社会的事象の意味を多角的に考

える力を身に付けさせる。 

〇 単元計画（全４時間） 
時間 学習内容 到達目標（評価方法） 

１時 「香川県ネット・ゲー
ム依存症対策条例」に
ついて理解する。 
問い．なぜ香川県は、
ネット・ゲーム依存症
対策条例を制定したの
だろうか。 

資料から必要な情報を読み取り、「香
川県ネット・ゲーム依存症対策条
例」が制定された背景や目的につい
て理解することができる。（発表・ワ
ークシート）第一次意思決定（学習
者個人の思考） 

２時 「香川県ネット・ゲー
ム依存症対策条例」に
対する様々な立場の人
の考え方について理解
する。 
問い．香川県の五つの
立場の人たちは、条例
についてどのように考
えているのだろうか。 

資料から必要な情報を読み取り、「香
川県ネット・ゲーム依存症対策条
例」に対する香川県の「議員」「医療
関係者」「学校関係者」「保護者」「利
用者」の考え方を理解し、ワークシ
ートにまとめることができる。（発
表・ワークシート） 

３時 「ネット・ゲーム依存
症対策条例」に対する
広島県の様々な立場の
人の考え方について理
解する。 
問い．広島県の五つの
立場の人たちは、条例
についてどのように考
えるのだろうか。 

資料から必要な情報を読み取り、「ネ
ット・ゲーム依存症対策条例」に対
する広島県の「議員」「医療関係者」
「学校関係者」「保護者」「利用者」
の考え方を理解し、ワークシートに
まとめることができる。（発表・ワー
クシート）第二次意思決定（学習者
個人の思考＋様々な立場の考え） 

４時 「ネット・ゲーム依存
症対策条例」をより多
くの人に納得してもら
える方法をグループで
話し合う。 
問い．どのようにすれ
ば、より多くの人が納
得する条例になるのだ
ろうか。 

これまでの学習内容を踏まえ、「ネッ
ト・ゲーム依存症対策条例」につい
てどのように取り組んでいくのかに
ついてグループで話し合い、自分の
考えをまとめることができる。（話合
いの様子・グループ発表・ワークシ
ート）第三次意思決定（学習者自身
の捉えと様々な立場の捉えを比較・
分類し、葛藤しながら自分の考えを
表現している姿） 

 

 

２ 社会的事象の意味を多角的に考える力を育成す

る学習指導の具体 

(1) 「社会の課題」の設定の具体 

本単元では、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条



   

 

（8）「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」（香川県公式ホームページ）を基に、稿者が児童の分かりやすい文章に修正したもの。 

  （https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10293/0324gj24.pdf） 
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例」を「社会の課題」として取り扱った。この条例

は、2020年に香川県で制定され、県一体となってネ

ット・ゲーム依存症の対策を行っていくことを目指

すために制定されたものである。 

 この条例を「社会の課題」として設定した理由は

二点ある。一点目は、ゲームやインターネットは、

児童にとって身近なものであり、日常生活の中であ

まり馴染みのない「条例」について考えやすくなる

と考えたからである。ゲームやインターネットは、

児童が毎日活用するツールである。社会において生

じている立場の違いによって判断の分かれる問題

は、児童にとって遠いものに感じてしまうことが多

いが、この条例を取り上げれば、児童がより実感を

もって考えることができると考えた。二点目は、

様々な立場の多様な考えに気付くことに適している

と考えたからである。この条例については、様々な

立場の人が多様な考えを述べている。また同じ立場

の中にも、賛成的な意見、否定的な意見、中立的な

意見がある。この様々な考え方を踏まえて、思考を

働かせれば、学習者自身の捉えと様々な立場の捉え

を比較・分類し、葛藤しながら自分の考えを表現

し、社会的な事象の意味を多角的に考える力を育成

することができると考えた。 

(2) 本単元の学習内容の具体 

ア 社会の課題についての認識を深める活動の具体 

 第１時では、「香川県ネット・ゲーム依存症対策

条例」が制定された背景や目的について理解させる

ことをねらいとして、「なぜ香川県はこのような条

例を制定したのか。」という問いを立てて学習を行

った。学習の流れについては、導入で、インターネ

ットやゲームのメリット・デメリットについて考え

させた。そこから香川県の条例を提示し、本時の問

いを設定した。次の図４のような条例の前文や第１

条の条文をもとに、条例が制定された背景や目的に

ついて読み取らせた(8)。 

 

 

図４ 前文、第１条を稿者が分かりやすく修正したもの 

 

その後、条例が県民の願いをもとに制定されるも

のであったことを復習し、なぜ全国に先がけて条例

を制定したのか考えさせることで、香川県は、県民

をネット・ゲーム依存症から守りたいという強い思

いをもっていたことを捉えさせた。 

 第２時では、実際に賛否が巻き起こっている状況

について理解させることをねらいとして、条例の中

に記載されている「議員」「医療関係者」「学校関係

者」「保護者」「利用者」の香川県の五つの立場の人

たちが、条例についてどのように考えているのかと

いう問いについて、調べる活動を行った。それぞれ

の立場の中にも、賛成的な意見や否定的な意見など

多様な意見があることを捉えさせた。 

 第３時では、前時までの学習を活用して、条例の

意味や意義をより意識させること、次時の討論的な

活動がより活発なものになることをねらいとして、

仮に広島県でもネット・ゲーム依存症対策条例が制

定されるとしたら、五つの立場の人たちがどのよう

に考えるのかという問いについて、調べる活動を行

った。議員については、呉市議会議員に、医療関係

者については、広島県で働く看護師に広島県でネッ

ト・ゲーム依存症対策条例を制定することになった

らどのように考えるのか、教師がインタビューした

内容を基に資料を作成し、読み取らせた。学校関係

者については、授業内で学級担任に条例に対する考

えを述べてもらい、メモを取らせた。保護者につい

ては、児童自身がインタビューし、聞いたことを班

で交流してまとめさせた。利用者については、班で

利用者からはどのような意見が出そうか交流し、ま

とめさせた。 

イ 「個人」と「社会」の視点で議論する活動の具

体 

 第４時では、様々な立場の人々の考え方や思いに

気付き、視野を広げたり理解を深めたりすることを

目指し、「討論的な活動」を行った。具体的には、

「どうすればより多くの人が納得するようなネッ

ト・ゲーム依存症対策条例になるだろうか。」とい

う問いについて、班で考え、まとめる活動を設定し

た。その際、班のメンバーそれぞれが「議員」「医

療関係者」「学校関係者」「保護者」「利用者」の立

場の代表者であると仮定し、その立場の代表者とし

て意見を出し合わせて、より多くの人が納得する案

を考えさせた。 

「討論的な活動」の流れについては、まず前時ま

でに学習したそれぞれの立場で出た意見や考え方を

交流し、その中から条例に対してどのような反対意

見があるのかについて確認させた。これにより、反

対意見に対応して、より多くの人が納得する提案に

ついて意見を出し合う際に、論点を焦点化させるよ

うにした。その後、より多くの人が納得するような

案を班で考え、提案し、全体共有する活動を設定し

た。 

ウ 表現する活動の具体 

 第１時、第３時、第４時に意思決定の場面を設定
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した。第１時の第一次意思決定では、「条例につい

てどのように考えるか。」という問いに対する自分

の考えを文章で表現させた。ここでは、学習者自身

の経験や知識のみを根拠とし、「個人」の視点で記

述することを目的とした。第３時の第二次意思決定

では、第一次と同じ問いについて自分の考えを文章

で表現させた。ここでは、学習者自身の経験や知識

に加えて、自分が調べた立場の考え方を根拠に含

み、「社会」の視点を取り入れて記述することを目

的とした。第４時の第三次意思決定では、「自分だ

ったらより多くの人が納得するような条例にするた

めにどのような提案をするのか。」という問いにつ

いて文章で表現させた。これは、学習者個人が、社

会的事象が存在する意義について、学習者自身の捉

えと様々な立場の捉えを比較・分類し、葛藤しなが

ら自分の考えを表現することを目的としている。 

 また、第一次から第三次の意思決定を一枚の「意

思決定シート」（別添資料１参照）に記述させ、単

元終了後に児童に自身の記述内容を振り返らせるこ

とで、段階的に自分の考えの根拠が深まっていった

様子を見える化できるような工夫も行った。児童の

「意思決定シート」の具体を図５に示す。 

 

 
図５ 児童の「意思決定シート」の具体 

 

Ⅴ 研究授業の分析と考察 

 

１ 社会的事象の意味を多角的に考える力を育成す

ることができたか。 

検証授業の前後でプレテスト・ポストテストを実

施した。（別添資料２、３参照）プレテストでは、

宮島訪問税を、ポストテストでは、救急車の有料化

を取り上げ、様々な立場がどのような意見をもつの

か考える問題と、それを基により多くの人が納得す

る方法を提案する問題を提示した。社会の課題につ

いて、様々な立場の考え方を踏まえた記述であるか

見取ることを目的としている。プレテスト・ポスト

テストのルーブリックを表２に、実施した結果をク

ロス集計したものについて表３に示す。 

表２ プレテスト・ポストテストのルーブリック 
Ａ Ⅰ．様々な立場の考え方に気付くことができている。 

Ⅱ．Ⅰを基にして自分の考えと様々な立場の考え方を比較し、
それを基にして自分の考えを表現することができている。 

Ⅲ．判断の分かれる問題に対して、妥当な解決策を提案してい
る。のⅠ～Ⅲの三点を満たしている。 

Ｂ Ⅰ．様々な立場の考え方に気付くことができている。 
Ⅱ．Ⅰを基にして自分の考えと様々な立場の考え方を比較し、

それを基にして自分の考えを表現することができている。の
二点を満たしている。 

Ｃ Ⅰ．様々な立場の考え方に気付くことができている。 
Ⅱ．Ⅰを基にして自分の考えと様々な立場の考え方を比較し、

それを基にして表現することができている。の一点のみ、ま
たは一点も満たしていない。 

 

表３ プレテスト・ポストテストの結果（n=35人） 

 
ポストテスト 

Ａ Ｂ Ｃ 合 計 （ 人 ） 

プ
レ
テ
ス
ト 

Ａ ０ ０ ０ ０ 

Ｂ ８ 17 ０ 25 

Ｃ ０ ８ ２ 10 

合 計 （ 人 ） ８ 25 ２ 35 

 

 表３を見ると、８名の児童がＢ評価からＡ評価

に、８名の児童がＣ評価からＢ評価に上がってお

り、社会的事象の意味を多角的に考える力が高まっ

たと言える。Ｂ評価のままであった児童が17名いる

が、この児童の多くは多角的に考えて表現すること

はできていたが、妥当な解決策を提案するまでに至

っていなかった。そのため、評価としての変容はな

いが、社会的事象の意味を多角的に考える力は高ま

っていると言える。力が高まった要因については、

次項で詳しく述べる。 

 

２ 社会の課題について「個人」と「社会」の視点

で議論し、表現する活動は、社会的事象の意味を

多角的に考える力を育成する手立てとして有効で

あったか。 

(1) プレテスト・ポストテストに見る個の児童の変

容 

プレテスト・ポストテストにてＢ評価からＡ評価

に上がった児童ａ、Ｃ評価からＢ評価に上がった児

童ｂのプレテスト、ポストテストの記述を次頁の表

４に示す。 

児童ａは、プレテストでは、自分の提案に「宮島

に住む人」と「観光客」の立場の意見を根拠として

取り入れることができている。しかし、根拠として

含むにとどまっており、妥当な解決策を提案するま

では至っておらず、Ｂ評価であった。ポストテスト

では、様々な立場の考えを踏まえて多くの人が納得

する案を提案することができていることに加えて、

下線部のように、自分の提案に対する反対意見の対

応策まで考えており、妥当な解決策を提案すること

ができていたためＡ評価となった。 

児童ｂは、プレテストでは様々な立場の考えを想

起して記述することもできておらず、より多くの人
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が納得するような提案についても記述することがで

きていなかったため、Ｃ評価であった。ポストテス

トでは、「保護者」や「病院で働く人」の意見を根

拠として、より多くの人が納得する提案をすること

ができているが、妥当な解決策を提案するまでには

至っていなかったため、Ｂ評価となった。 

このように力を高めることにつながった要因を探

るべく、児童へのインタビューを行った。 

 
表４ 児童ａ、ｂの記述の具体 

記述内容 

 児童ａ（Ｂ→Ａ） 児童ｂ（Ｃ→Ｂ） 
プ
レ
テ
ス
ト 

 

これからもみんなには100円を
払ってほしいと思います。理
由は、宮島の人も観光客もこ
のすばらしい景色を守りたい
と思っているからです。 

宮島のたてものなどの観光スポッ
トを増やすための募金箱を作る。 
 
 

ポ
ス
ト
テ
ス
ト 

救急車は無料のままにするこ
とを提案します。高齢者、病
院で働く人、保護者が有料に
すると尊い命がなくなってし
まうと発言しています。私
は、お金と命、どちらが大事
かを考えました。いたずらは
よいことではありません。で
すが、それより大事なものが
命です。いたずらを減らすの
は有料にするのではなく、き
ちんとした指導をすればいい
と思いました。救急車を出動
させる費用は、これまで通り
国の税金の中から出せばいい
と考えます。 

三つの立場の意見を踏まえて提案
します。保護者や病院で働く人は
呼ぶときにお金がかかったらい
や、命を救えないから無料の方が
いいなどの意見があり、高齢者は
有料にしてもよいからとにかく呼
んだら早く来てほしいという意見
があるので、無料のままで今より
早く到着する方法を考えるのがよ
いと思います。 

 

(2) インタビュー調査に見る個の児童の変容 

 プレテスト、ポストテストで大きな変容が見られ

た前述の児童２名（児童ａ、ｂ）と、Ｂ評価からＡ

評価に上がった別の児童１名（児童ｃ）にインタビ

ュー調査を行った。本調査における主な質問内容を

図６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 
図６ インタビュー調査における主な質問項目 

 

 本調査を行った３名の回答を基に分析を行い、本

研究の手立てである次の３点の有効性を見出すこと

ができた。ここでは、上記３名（児童ａ、ｂ、ｃ）

の回答内容（一部抜粋）を例示しながら、それぞれ

の具体的な内容を示す。なお、インタビュー内容の

Ｔは教師の発言、Ｃは児童の発言を表す。また、文

中の下線部は、本実践の分析を行う上で特に重要で

あると判断した箇所である。 

ア 社会の課題を設定することの有効性 

社会の課題を設定することの有効性に関するイン

タビュー内容について図７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７ 児童ａのインタビュー内容（一部抜粋） 

 

図７の回答内容から、児童ａは、「ネット・ゲー

ム依存症対策条例」を取り上げることについて、ゲ

ームが身近なものであり、多くの児童が意見を言い

やすいし考えやすかったと肯定的に述べている。ま

た、「ネット・ゲーム依存症対策条例」について、

様々な立場の人が、多様な考えをもつものであり、

これらの考えを踏まえて自分の意見を表現すること

ができたと述べている。このことから、「社会にお

いて生じている立場の違いによって判断の分かれる

ような、解決が容易ではない問題」として香川県の

ネット・ゲーム依存症対策条例を取り上げたこと

は、社会的事象の意味を多角的に考える力を育成す

ることに有効であったと考えられる。 

イ 「個人」と「社会」の視点で議論する活動の有

効性 

「個人」と「社会」の視点で議論する活動の有効

性に関するインタビュー内容について図８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８ 児童ｃのインタビュー内容（一部抜粋） 

 

図８の回答内容から、児童ｃはプレテスト・ポス

トテストの記述が変容した理由について、「討論的

な活動」によるものであったと述べている。より多

くの人が納得する案について、立場に分かれて出し

合う中で、様々な立場の多様な考え方に気付いたと

述べている。また、話合いの中で学習者自身の捉え

と様々な立場の捉えを比較・分類し、葛藤していた

ことについても触れているが、このことについてメ

・授業を受けての感想、授業を通して考えたこと。 

・事前・事後テストについて。 
・討論的な活動について。 
・「ネット・ゲーム依存症対策条例」を取り上げたこと。 

・三回の意思決定について。 
・授業を通してどんな力がついたと感じたか。 
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タ認知できたのは、第三次意思決定の場面であると

述べている。このことから、様々な立場の人々の考

え方や思いなどに気付き、それらを基に社会的事象

の意味を考える力を育成するためには、「個人」と

「社会」の視点での「討論的な活動」を行うことが

有効であったと考える。また、より学習者自身の捉

えと様々な立場の捉えを比較・分類し、葛藤させる

ためには、討論的な活動で終えるのではなく、その

後に自分の考えを表現する場を設定することが有効

であると考える。 

ウ 「個人」と「社会」の視点で表現する活動の有

効性 

「個人」と「社会」の視点で表現する活動の有効

性に関するインタビュー内容について図９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図９ 児童ｂ、ａのインタビュー内容（一部抜粋） 

 

図９の回答内容から、児童ｂは三回の意思決定の

中での自分の考えの変容に気付いていることが分か

る。児童ａは、三回の意思決定を通して自分の根拠

が深まっていることにも気付いている。また、第三

次意思決定の際には、「社会的存在としての自己」

であることをメタ認知できていることが分かる。こ

のことから、三回の意思決定を行うことは、学習者

自身の捉えと様々な立場の捉えを比較・分類し、葛

藤しながら自分の考えを表現させることができるよ

うになること、社会に存在する様々な立場に気付

き、様々な立場の人の考え方や思いを基に思考を促

すこと、そして自分の考えの根拠を広げることに有

効であったと考える。 

 

Ⅵ 研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

〇 社会の課題について「個人」と「社会」の視点

で議論し、表現する学習活動を行うことは、社会

的事象の意味を多角的に考えることに有効であ

る。 

 

２ 研究の課題 

〇 様々な立場の人々の考え方を踏まえて自分の考

えを表現することは、ほとんどの児童ができるよ

うになっていたが、学習者自身の考えと様々な立

場の人々の考え方を比較・分類し、葛藤させると

ころにまで至らなかった児童がいたことは課題と

して挙げられる。 

 

３ 成果と課題を踏まえた今後の方向性 

〇 討論的な活動をどのように児童に行わせるのか

についてさらに研究を深める必要がある。具体的

には、本研究においては、班で立場に分かれてよ

り良い提案を考えることまでで単元の学習を終え

ていたので、その後、その提案に対する反対意見

や質問を他の班から受けて、それに対応するよう

に提案を修正していく活動を取り入れることなど

が考えられる。 

また、今回は、香川県の条例を社会の課題とし

て取り上げたが、他の事例を取り上げて、同じよ

うな実践を繰り返し行っていく必要があると考え

る。 

このような活動を継続的に行っていけば、さら

に社会的事象の意味を多角的に考える力を育成す

ることができると考える。 

〇 本研究では、政治分野における社会的な事象の

意味を多角的に考える力を育成する方法について

研究を行った。様々な立場に立ち、社会的事象の

意味について考えることは、政治以外の分野にお

いても実践することができる。今後は、様々な単

元において、社会的事象の意味を多角的に考える

力を育成する単元開発・実践を行っていきたい。 
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